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国立大学法人京都教育大学教育研究支援基金規則 

 

 平成２３年１２月１９日　制　　定

 令和　６年　９月２４日　最終改正

 　（設　置）

第１条　国立大学法人京都教育大学（以下「本学」という。）に，国立大学法人京都教育大学

教育研究支援基金（以下「基金」という。）を置く。 

　（基金の目的） 

第２条　この基金は，高い倫理観や使命感を持ち，優れた資質・能力を有する教員を始めと

して，広く地域社会に貢献する人材を育成するため，学生への修学支援及び教育研究の振

興を図ることを目的とする。 

　（基金の構成） 

第３条　基金は，次の各号に掲げる寄附金及びその運用益をもって構成する。 

一　本学に関係する故人又は遺族の遺志に基づき寄附された寄附金 

二　京都教育大学１２０周年記念事業で寄附された寄附金 

三　社団法人京都教育大学同窓会の法人解散に伴って寄附された寄附金 

四　学生に対する修学支援のために寄附された寄附金 

五　本学の教育研究の振興のために寄附された寄附金 

　（基金原資） 

第４条　基金原資は，第３条第一号から第三号までの寄附金とする。 

２　事業資金を，基金原資へ繰り入れることができる。 

３　原則として，基金原資は取り崩さない。 

　（事業資金） 

第５条　事業資金は，第３条に定める基金の運用益並びに同条第四号及び第五号で定める寄

附金をもって充てる。 

　（学生への修学支援事業） 

第６条　第３条第四号に掲げる基金の使途は，次に掲げる事業とし，使途を変更することは

できない。 

　一　経済的理由により修学に困難がある学生に対するもの 

 　　イ　授業料，入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業

 　　ロ　学資金を貸与し，又は給付する事業

 　　ハ　教育研究上の必要があると認めた学生の留学に係る費用を負担する事業

　　ニ　本学の規則において定めるところにより，学生の資質を向上させることを主たる目

 的として，学生を教育研究に係る業務に従事させ，学生に対して手当を支給する事業

　　ホ　外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的として，当

該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該

 寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業

　二　個々の学生の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業であって，
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 障害のある学生に対するもの

２　前項第一号ロに掲げる事業のうち学資金を貸与する事業の償還金は，第３条第四号に掲

げる基金に繰り入れるものとする。 

　（教育研究振興関係事業） 

第６条の２　第３条第五号に掲げる基金の使途は，次に掲げる事業とする。 

一　学生の就職活動に対する支援事業 

二　学生の課外活動及び自主研究に対する支援事業 

三　学生の社会的活動（ボランティア等）支援事業 

四　学生の国際交流活動推進支援事業 

五　教育研究活動推進支援事業 

六　その他学長が特に認めた事業 

　（運用益） 

第６条の３　基金の運用益は，事業計画に基づいて第６条及び第６条の２の事業それぞれ又

はいずれかに充当する。ただし，第３条第四号に掲げる基金の運用益は，第６条の事業に

充当するものとし，他の使途に変更することはできない。 

　（管理運営） 

第７条　次の各号に掲げる基金の管理運営に関する事項は，役員会において審議する。 

一　基金の管理に関する基本的な事項 

二　基金による事業計画に関する事項 

三　基金の予算及び決算に関する事項 

四　基金への寄附金の募集に関する事項 

五　その他基金の管理・運営に関する事項 

　（基金の管理の区分） 

第８条　基金及びその運用益による基金の管理は，次に掲げる区分により行うものとする。 

一　基金原資 

二　第３条第四号に定める寄附金 

三　第３条第五号に定める寄附金 

　（基金の取扱い） 

第９条　基金に係る寄附の受入決定に当たり，寄付者があらかじめ使途を特定しない場合に

おいては，第３条第五号に定める寄附金として取り扱うものとする。 

２　基金に係る寄附金の取扱いは，この規則に定めがある場合を除くほか，国立大学法人京

都教育大学寄附金取扱規則の定めるところによる。 

 

　　　附　則 

１　この規則は，平成２３年１２月１９日から施行する。 

２　「京都教育大学教育・研究振興基金の運用に関する内規」（平成９年１０月１５日）は廃

止する。 
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　　　附　則 

　この規則は，平成３０年６月２６日から施行し，平成３０年４月１日より適用する。 

　　　附　則（令和５年規程第１０７号） 

　この規則は，令和６年４月１日から施行する。 

　　　附　則（令和６年規程第７号） 

　この規則は，令和６年１０月１日から施行する。


